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1
　
初
め
に

　
母
子
関
係
が
確
定
さ
れ
れ
ば
、
父
子
関
係
は
決
定
さ
れ
る
。
従
っ
て
母
子
関
係
が
確
定
さ
れ
な
け
れ
ば
、
父
子
関
係
が
確
定
さ
れ

な
い
と
い
う
意
味
で
、
母
子
関
係
の
決
定
は
重
要
な
意
味
を
も
つ
。
で
は
母
子
関
係
は
い
か
に
確
定
さ
れ
る
の
か
。
つ
ま
り
母
と
い

う
地
位
は
い
か
に
確
定
で
き
る
の
か
。

　
子
を
懐
胎
・
出
産
す
る
女
性
が
そ
の
子
の
母
と
考
え
ら
れ
、
従
っ
て
敢
え
て
認
知
は
不
用
と
考
え
ら
れ
る
。
従
来
、
出
生
と
出
自

と
は
密
接
不
可
分
と
さ
れ
、
そ
の
た
め
当
然
民
法
制
定
時
に
は
今
日
の
よ
う
な
母
子
関
係
分
裂
を
予
測
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

遺
伝
上
の
母
子
関
係
と
生
物
上
の
母
子
関
係
が
分
裂
す
れ
ば
、
法
的
に
母
子
関
係
の
確
定
が
新
た
に
必
要
と
な
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

は
母
と
い
う
地
位
・
概
念
が
確
実
で
な
く
な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
母
子
関
係
分
裂
に
直
面
し
て
、
母
子
関
係
及
び
父
子
関
係
を
明
確
化
す
る
た
め
の
材
料
と
し
て
、
ス
イ
ス
法
を
て
が

か
り
に
、
本
稿
は
母
子
関
係
、
父
子
関
係
を
明
確
化
す
る
解
釈
論
（
ひ
い
て
は
立
法
論
を
含
む
）
を
展
開
さ
せ
る
。

　
こ
こ
で
は
ど
の
よ
う
な
生
殖
医
療
が
ど
の
よ
う
な
状
況
な
の
か
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
場
面
を
想
定
し
て
本
稿
の
議
論
は
進
め
ら
れ

る
の
か
を
明
確
に
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
、
そ
の
基
礎
と
な
る
生
殖
医
療
の
場
面
を
初
め
に
紹
介
す
る
。

　
現
在
実
施
さ
れ
て
い
る
生
殖
方
法
は
主
と
し
て
左
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
①
試
験
管
受
精
と
胚
移
植
の
方
法
と
し
て
、
成
熟
し
た
卵
胞
の
中
か
ら
、
妊
娠
可
能
な
卵
細
胞
を
採
取
し
、
精
子
と
試
験
管

　
　
　
　
内
で
受
精
さ
せ
、
初
期
胚
の
段
階
で
子
宮
頚
管
を
通
じ
て
子
宮
腔
に
移
植
さ
せ
る
方
法
で
あ
る
（
初
期
胚
E
T
）
。

　
　
　
②
配
偶
子
移
植
の
方
法
と
し
て
、
卵
管
内
配
偶
子
移
植
と
子
宮
内
配
偶
子
移
植
の
二
つ
が
あ
り
、
前
者
は
精
子
と
卵
細
胞
と

　
　
　
　
を
初
め
に
採
取
し
、
そ
の
後
本
来
の
受
精
の
場
所
、
卵
管
に
入
れ
る
。
腹
部
切
開
ま
た
は
子
宮
頚
管
か
ら
卵
管
内
に
配
偶
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子
を
入
れ
る
。
そ
の
後
、
生
体
内
で
受
精
が
行
わ
れ
る
。
後
者
は
前
者
と
異
な
り
、
採
取
し
た
精
子
と
卵
子
と
を
卵
管
に

　
　
　
　
入
れ
る
の
で
な
く
、
子
宮
内
に
直
接
入
れ
る
。

　
　
　
③
卵
管
内
胚
移
植
は
試
験
管
内
受
精
後
の
胚
を
卵
管
内
に
移
植
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
（
卵
管
内
胚
移
植
）
。
こ
の
方
法
は
体
外

　
　
　
　
受
精
の
方
法
と
卵
管
内
配
偶
子
移
植
と
を
組
み
合
わ
せ
た
方
法
で
あ
る
。

　
右
記
方
法
に
用
い
ら
れ
る
卵
細
胞
と
精
子
細
胞
の
由
来
に
応
じ
て
様
々
な
変
形
が
見
ら
れ
、
そ
の
た
め
遺
伝
上
、
生
物
上
、
社
会

上
母
子
関
係
が
分
裂
す
る
。
つ
ま
り
卵
提
供
、
胚
提
供
、
代
理
母
［
Φ
ぎ
ヨ
旨
け
R
が
関
与
す
る
こ
と
が
そ
の
前
提
で
あ
る
。

　
①
　
卵
提
供

　
遺
伝
上
、
卵
提
供
は
精
子
提
供
に
よ
る
非
配
偶
者
間
人
工
授
精
（
A
I
D
）
と
パ
ラ
レ
ル
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
夫
の
精
子
に
よ

り
受
精
し
た
妻
以
外
の
女
性
の
卵
細
胞
が
妻
に
提
供
さ
れ
る
。
妻
（
生
む
女
性
）
は
生
ま
れ
て
く
る
子
と
遺
伝
的
に
血
縁
関
係
が
な

い
。
従
っ
て
こ
の
よ
う
な
卵
提
供
は
母
子
関
係
分
裂
の
原
因
と
な
る
。
つ
ま
り
卵
提
供
の
女
性
は
遺
伝
上
の
母
で
あ
り
、
一
方
生
む

女
性
は
生
物
学
上
の
母
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

生殖医療と親子関係の決定

　
②
　
胚
提
供

　
卵
提
供
以
上
に
胚
提
供
は
母
子
関
係
を
分
裂
さ
せ
る
。

に
親
に
な
り
た
い
者
の
い
ず
れ
と
も
血
縁
関
係
が
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
③
　
代
理
母
出
産
「
⑩
テ
ヨ
⊆
＃
輿
8
冨
ヰ

つ
ま
り
胚
提
供
で
は
、
精
子
細
胞
も
卵
細
胞
も
提
供
さ
れ
、
子
は
遺
伝
的
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代
理
母
出
産
は
、
社
会
的
な
生
殖
手
段
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
そ
の
基
本
形
は
妊
娠
の
た
め
、
出
産
す
る
ま
で
子
宮
を
提
供
す
る
、

他
の
女
性
の
出
産
能
力
を
利
用
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
代
理
母
出
産
は
サ
ロ
ゲ
ー
ト
・
マ
ザ
ー
（
伝
統
的
代
理
母
と
も
い
う
　
以
下
で
は
サ
ロ
ゲ
ー
ト
．
マ
ザ
ー
と
い
う
）
騨
墨
訂
B
旨
冨
串

。
冨
即
と
、
ホ
ス
ト
・
マ
ザ
ー
望
霞
轟
簿
ヨ
旨
8
お
魯
織
け
と
に
分
か
れ
、
前
者
は
サ
ロ
ゲ
ー
ト
・
マ
ザ
ー
の
卵
と
妊
娠
能
力
を
利

用
す
る
点
に
あ
る
。
後
者
は
借
り
腹
の
母
が
出
産
の
み
請
け
負
い
、
契
約
に
よ
り
出
産
後
そ
の
子
を
親
に
な
り
た
い
者
に
引
き
渡
す

こ
と
に
あ
る
。

　
そ
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
以
下
の
表
に
見
ら
れ
る
通
り
で
あ
る
。

既
婚
の
サ
ロ
ゲ
ー
ト
・

　
　
マ
ザ
ー

精
子
提
供
者

父
に
な
り
た
い

男
性

サ
ロ
ゲ
ー
ト
・

マ
ザ
ー
の
夫

第
三
者

既
婚
の
ホ
ス
ト
・
マ
ザ
ー

精
子
提
供
者

卵
提
供
者

父
に
な
り
た
い

男
性

ホ
ス
ト
・
マ
ザ

ー
の
夫

第
三
者

母
に
な
り
た
い
女
性

第
三
者

な
お
サ
ロ
ゲ
ー
ト
・
マ
ザ
ー
及
び
ホ
ス
ト
・
マ
ザ
ー
が
未
婚
の
場
合
は
、

（
1
）
　
鈴
木
豫
弥
・
親
族
法
講
義
（
一
九
八
八
）
二
三
三
頁
参
照
。

上
記
の
表
の
精
子
提
供
者
の
中
、
夫
が
除
外
さ
れ
る
。
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（
2
）
　
代
理
母
出
産
は
右
図
の
よ
う
に
父
に
な
り
た
い
男
性
の
精
子
で
人
工
授
精
す
る
な
い
し
遺
伝
的
に
は
他
人
の
胚
を
移
植
し
、
胚
を
出

産
ま
で
宿
し
、
出
産
後
そ
の
子
を
親
に
な
り
た
い
人
に
引
き
渡
す
義
務
を
負
う
。
同
時
に
親
権
を
放
棄
し
、
子
の
地
位
の
変
更
に
必
要
な

表
示
を
す
る
義
務
を
負
う
。
代
理
母
出
産
契
約
は
代
理
母
に
妊
娠
ま
で
及
び
妊
娠
中
特
定
の
行
為
の
作
為
ま
た
は
不
作
為
義
務
を
含
む
場

合
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
代
理
母
出
産
の
広
が
る
原
因
は
以
下
の
点
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
①
女
性
の
不
妊
、
中
絶
の
割
合
の
増
加
、

避
妊
法
の
利
用
の
普
及
、
子
を
育
て
ら
れ
る
経
済
的
能
力
の
あ
る
独
身
女
性
の
増
加
に
よ
り
、
養
子
に
出
さ
れ
る
子
の
数
が
以
前
に
比
べ

減
少
し
た
こ
と
に
あ
る
。
同
時
に
出
生
数
が
減
少
し
た
こ
と
、
手
間
の
か
か
る
養
子
手
続
き
、
厳
格
な
養
子
要
件
を
考
え
る
と
、
な
ぜ
養

子
の
代
わ
り
に
代
理
母
出
産
に
傾
く
か
は
明
ら
か
で
あ
る
。
②
代
理
母
出
産
を
す
る
理
由
は
主
に
少
な
く
と
も
一
部
遺
伝
上
親
に
な
り
た

　
い
者
が
血
の
つ
な
が
っ
て
い
る
子
を
も
て
る
こ
と
に
あ
る
。

2

初
め
の
母
子
関
係
・
父
子
関
係
の
決
定

生殖医療と親子関係の決定

　
ω
　
母
子
関
係
推
定
と
そ
の
根
拠

　
母
子
関
係
を
決
定
す
る
考
え
方
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
考
え
方
が
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
ら
を
検
討
す
る
。

　
ω
　
意
思
説
　
　
当
事
者
の
契
約
に
基
づ
き
、
母
に
な
ろ
う
と
す
る
側
の
母
の
役
割
を
引
き
受
け
る
意
思
の
み
を
根
拠
に
し
て
母

子
関
係
を
決
定
す
る
、
つ
ま
り
母
に
な
り
た
い
者
を
法
的
母
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
（
契
約
に
よ
り
母
子
関
係
を
当
事
者
間
の
決
定
に

任
せ
る
）
が
、
こ
の
考
え
方
は
解
釈
上
採
用
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
親
子
法
は
強
行
法
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
私
的
自

治
を
こ
の
領
域
で
は
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
た
め
、
契
約
上
の
処
分
の
自
由
は
な
い
。
従
っ
て
特
に
代
理
母
出
産
関
係
に
つ
い
て

純
粋
の
意
思
行
為
に
よ
り
母
と
な
り
た
い
女
性
と
子
と
に
母
子
関
係
を
成
立
さ
せ
る
の
は
強
行
法
の
Z
G
B
二
五
二
条
を
回
避
す
る

た
め
認
め
ら
れ
な
い
。
更
に
意
思
に
よ
る
母
子
関
係
決
定
は
現
存
の
養
子
法
の
原
則
を
崩
す
。
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卵
・
胚
提
供
の
場
合
に
も
、
以
上
の
内
容
が
あ
て
は
ま
る
。
卵
を
提
供
さ
れ
た
女
性
は
母
に
な
り
た
い
女
性
だ
が
、
そ
の
女
性
と

子
と
の
初
め
の
母
子
関
係
形
成
は
母
に
な
り
た
い
意
思
に
よ
り
決
め
る
こ
と
を
優
先
さ
せ
る
の
は
妥
当
で
な
く
、
出
生
の
事
実
の
み

に
根
拠
づ
け
る
方
が
明
瞭
だ
か
ら
で
あ
る
。
母
に
な
る
意
思
を
放
棄
し
て
も
、
身
分
上
放
棄
の
意
思
に
よ
り
母
子
関
係
が
決
定
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

る
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
っ
て
、
こ
の
意
味
で
当
事
者
の
意
思
は
重
要
で
な
い
。

　
さ
ら
に
Z
G
B
二
五
二
条
が
出
生
自
体
か
ら
母
子
関
係
の
成
立
を
導
き
出
し
て
い
る
根
拠
を
、
遺
伝
上
の
因
果
関
係
に
求
め
て
い

る
と
す
る
と
、
母
子
関
係
の
分
裂
の
場
合
に
は
、
出
生
の
経
過
に
含
ま
れ
て
い
る
遺
伝
上
の
要
素
を
無
視
で
き
な
い
。

　
そ
こ
で
次
の
第
二
の
考
え
方
が
主
張
さ
れ
る
。

　
㈹
　
遺
伝
上
の
因
果
関
係
説
　
　
因
果
関
係
の
観
点
か
ら
は
、
人
間
の
生
命
は
血
統
の
担
い
手
で
あ
る
卵
・
精
子
細
胞
に
根
元
が

あ
る
の
で
、
特
に
卵
提
供
に
つ
い
て
は
卵
提
供
者
が
母
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
子
の
生
命
の
成
長
の
土
台
を
築
い
た
女
性
に
母
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

て
の
役
割
を
認
め
る
）
。
こ
の
理
由
か
ら
卵
提
供
者
に
母
の
役
割
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
だ
が
遺
伝
上
の
因
果
関
係
説
に
よ
り
初
め
の
段
階
か
ら
母
子
関
係
を
認
め
る
と
す
る
と
、
第
一
に
こ
の
考
え
は
卵
・
胚
提
供
そ
の

も
の
よ
り
も
、
妊
娠
と
出
産
も
子
と
の
自
然
の
関
係
を
示
し
て
い
る
と
い
う
も
う
一
つ
の
事
実
、
つ
ま
り
産
ん
だ
女
性
の
寄
与
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

単
に
卵
・
胚
の
提
供
者
の
寄
与
よ
り
高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
点
を
無
視
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
卵
．
胚
提
供
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

り
懐
胎
・
出
産
す
る
母
と
子
と
の
出
生
前
の
関
係
の
程
度
差
が
異
な
る
点
で
あ
る
。

　
第
二
に
遺
伝
的
因
果
関
係
説
に
よ
れ
ば
、
母
子
関
係
設
定
の
際
の
不
安
定
さ
の
危
険
を
子
に
負
わ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
遺

伝
上
の
親
子
関
係
が
確
認
さ
れ
な
い
と
か
の
事
情
か
ら
、
当
事
者
間
で
長
期
に
わ
た
り
確
認
で
き
な
い
可
能
性
が
あ
る
。
つ
ま
り
こ

う
し
た
遺
伝
か
ら
母
子
関
係
の
決
定
を
認
め
る
と
、
母
子
関
係
が
不
安
定
と
な
り
、
そ
の
結
果
、
子
の
幸
せ
を
害
す
る
こ
と
に
な
り

う
る
。
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（
5
）

　
第
三
に
卵
提
供
に
よ
り
、
卵
提
供
者
は
産
む
女
性
に
母
子
関
係
を
譲
渡
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
右
記
第
一
、
第
二
の
考
え
方
に
対
し
、
産
ん
だ
女
性
と
子
と
に
母
子
関
係
を
認
め
れ
ば
、
即
時
か
つ
明
白
な
法
的
母
子
関
係
設
定

が
保
障
さ
れ
る
。
で
あ
れ
ば
、
遺
伝
的
要
因
は
、
第
二
の
段
階
つ
ま
り
出
生
に
基
づ
い
て
確
定
さ
れ
た
母
子
関
係
を
排
斥
で
き
る
か
、

又
は
ど
の
よ
う
に
排
斥
で
き
る
か
を
間
題
に
す
る
段
階
で
初
め
て
遺
伝
上
の
因
果
関
係
を
問
題
に
す
る
場
面
で
意
味
が
出
て
く
る
。

　
㈹
　
出
生
に
よ
る
母
子
関
係
成
立
説

　
以
上
の
二
つ
の
考
え
方
に
対
し
、
第
三
の
考
え
方
と
し
て
、
出
生
を
母
子
関
係
決
定
の
基
礎
に
す
る
考
え
方
が
考
え
ら
れ
る
。
こ

の
考
え
は
母
子
関
係
を
容
易
か
つ
明
白
に
証
明
で
き
る
確
固
た
る
糸
口
と
な
る
。
子
供
が
関
与
女
性
の
誰
か
ら
も
希
望
さ
れ
な
い
場

合
で
も
、
初
め
の
母
子
関
係
の
位
置
づ
け
は
、
子
の
身
分
の
安
定
と
明
白
性
の
理
由
か
ら
出
生
と
結
び
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
確

固
た
る
も
の
と
な
る
。
ω
、
㈹
の
考
え
方
に
比
べ
、
出
生
に
母
子
関
係
の
根
拠
を
求
め
る
、
つ
ま
り
産
ん
だ
女
性
を
母
と
す
る
考
え

方
に
立
て
ば
、
子
の
地
位
が
確
定
す
る
こ
と
、
出
生
と
い
う
事
実
に
根
拠
づ
け
る
の
で
あ
る
か
ら
、
母
子
関
係
が
明
白
と
な
る
根
拠

か
ら
子
に
と
っ
て
好
ま
し
い
と
さ
れ
る
。
従
っ
て
以
下
で
述
べ
る
よ
う
に
、
産
み
の
母
と
子
と
の
間
に
初
め
の
母
子
関
係
を
決
定
す

る
こ
と
が
子
に
と
り
重
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
右
記
の
よ
う
に
、
出
生
に
母
子
関
係
を
根
拠
づ
け
る
考
え
方
に
立
つ
と
、
Z
G
B
二
五
二
条
の
意
味
を
い
か
に
解
す
る
か
が
次
に

問
題
と
な
る
。

　
従
来
、
母
子
関
係
の
法
的
定
義
は
、
初
め
か
ら
出
生
と
血
統
と
が
密
接
不
可
分
の
一
致
を
想
定
し
て
考
え
て
い
る
。
だ
が
こ
の
よ

う
な
出
生
と
血
統
の
一
致
は
、
現
在
、
遺
伝
上
の
母
子
関
係
と
生
物
学
上
の
母
子
関
係
が
分
裂
す
る
場
合
に
は
保
障
さ
れ
な
い
の
で

（
さ
ら
に
遺
伝
上
、
生
物
学
上
、
社
会
上
の
母
と
分
裂
す
る
場
合
に
は
な
お
の
こ
と
）
、
母
子
関
係
に
関
す
る
Z
G
B
二
五
二
条
の
法
的
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

味
は
母
子
関
係
が
分
裂
し
て
い
る
場
合
に
は
、
母
子
関
係
推
定
の
意
味
し
か
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
こ
の
Z
G
B
二
五
二
条
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（
7
）

一
項
推
定
説
は
学
説
の
圧
倒
的
多
数
か
ら
も
支
持
さ
れ
て
い
る
。

　
右
記
の
と
こ
ろ
よ
り
、
産
み
の
母
は
母
子
関
係
が
分
裂
し
て
い
る
す
べ
て
の
場
合
に
法
的
意
味
で
の
母
と
考
え
る
こ
と
が
妥
当
で

あ
る
。
母
子
関
係
は
、
上
記
の
よ
う
に
母
の
役
割
を
引
受
け
よ
う
と
す
る
当
事
者
の
意
思
の
み
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
る
の
で
も

な
く
、
遺
伝
的
因
果
関
係
に
基
づ
く
の
で
も
な
い
と
い
う
前
提
に
立
つ
と
、
ホ
ス
ト
・
マ
ザ
ー
の
母
子
関
係
は
外
形
に
一
致
さ
せ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

推
定
の
意
味
で
決
定
さ
れ
る
。
こ
の
母
子
関
係
決
定
は
卵
と
胚
提
供
の
場
合
に
も
あ
て
は
ま
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
②
　
父
子
関
係
推
定

　
母
子
関
係
が
産
ん
だ
女
性
と
子
と
の
間
に
形
成
さ
れ
る
こ
と
を
認
め
る
と
、
次
に
父
子
関
係
の
設
定
は
い
か
に
し
て
な
さ
れ
る
か

で
あ
る
。
初
め
に
父
子
関
係
を
決
定
し
、
次
に
決
定
の
変
更
を
認
め
ら
れ
る
か
否
か
が
問
題
と
さ
れ
る
。

　
初
め
の
父
子
関
係
の
決
定
の
基
準
は
、
産
ん
だ
女
性
が
当
該
父
と
婚
姻
関
係
に
あ
る
か
否
か
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
一
に
法

的
に
父
子
関
係
を
決
定
す
る
場
合
に
、
ス
イ
ス
の
親
子
法
は
婚
姻
し
て
い
る
両
親
の
子
と
未
婚
の
両
親
の
子
と
を
差
別
し
て
規
定
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

る
結
果
、
子
の
法
的
地
位
に
関
す
る
重
要
な
根
拠
規
定
は
母
が
婚
姻
し
て
い
る
か
否
か
で
あ
る
。

①
嫡
出
子
の
場
合
で
あ
れ
ば
、
父
子
関
係
は
出
生
時
に
母
と
婚
姻
し
て
い
る
者
が
子
の
父
と
推
定
さ
れ
る
（
Z
G
B
二
五
二
1
と
関

連
し
て
Z
G
B
二
五
二
H
）
。

②
非
嫡
出
子
の
父
子
関
係
は
認
知
又
は
裁
判
上
の
父
子
関
係
の
確
認
を
必
要
と
す
る
（
Z
G
B
二
五
二
1
と
関
連
し
て
同
H
）
。

　
①
、
②
の
よ
う
な
異
な
っ
た
規
定
の
実
際
上
の
根
拠
は
特
に
子
の
幸
福
と
一
致
す
る
点
に
あ
る
。
真
実
の
父
で
あ
る
可
能
性
の
最

も
高
い
男
性
と
の
問
に
父
子
関
係
を
法
的
に
決
定
す
る
と
い
う
論
拠
か
ら
父
子
関
係
が
推
定
さ
れ
る
。
実
際
、
認
知
に
よ
る
父
子
関

係
の
確
認
も
同
じ
効
果
で
あ
る
。
Z
G
B
二
六
〇
1
は
真
実
（
遺
伝
上
）
の
父
に
よ
る
認
知
を
定
め
る
が
、
社
会
的
な
（
遺
伝
上
で
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な
い
）
父
に
よ
る
誤
っ
た
認
知
は
学
説
上
子
の
た
め
に
許
さ
れ
て
い
る
。

　
母
子
関
係
が
分
裂
し
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
母
が
既
婚
か
未
婚
か
で
区
別
し
て
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

生殖医療と親子関係の決定

　
a
　
既
婚
の
母

　
上
記
に
述
べ
た
よ
う
に
、
産
ん
だ
女
性
は
母
子
関
係
分
裂
の
す
べ
て
の
場
合
に
法
的
な
意
味
で
の
母
と
推
定
さ
れ
る
。
卵
提
供
、

胚
提
供
、
ホ
ス
ト
・
マ
ザ
ー
の
場
合
（
こ
れ
ら
は
女
性
が
卵
を
提
供
さ
れ
て
受
胎
し
た
場
合
）
に
は
、
外
形
通
り
に
母
子
関
係
が
推
定

さ
れ
る
。
サ
ロ
ゲ
ー
ト
・
マ
ザ
ー
の
場
合
、
産
ん
だ
サ
ロ
ゲ
ー
ト
・
マ
ザ
ー
は
遺
伝
上
の
母
で
も
あ
る
。
代
理
母
出
産
契
約
が
無
効

で
、
母
子
関
係
を
意
思
行
為
に
よ
り
決
定
づ
け
ら
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
サ
ロ
ゲ
ー
ト
・
マ
ザ
ー
が
正
に
普
通
の
母
で
あ
る
。
こ
の
場

合
、
契
約
上
の
局
面
で
は
母
子
関
係
は
分
裂
し
て
い
な
い
。
養
子
は
別
と
し
て
、
身
分
法
上
の
問
題
は
父
子
関
係
の
問
題
に
限
ら
れ

る
。
産
ん
だ
女
性
が
出
生
時
に
婚
姻
し
て
い
れ
ば
、
そ
の
夫
が
母
子
関
係
分
裂
の
す
べ
て
の
場
合
に
、
子
の
父
と
さ
れ
る
（
夫
が
精

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

子
又
は
卵
を
提
供
さ
れ
て
妻
の
受
胎
に
同
意
し
た
か
否
か
に
関
係
な
く
）
。

　
ω
産
ん
だ
女
性
の
夫
の
父
子
推
定
は
、
子
が
自
然
の
方
法
（
性
交
）
で
な
く
、
人
工
受
精
で
生
ま
れ
た
時
に
も
、
働
く
（
夫
又

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
H
）

は
父
に
な
り
た
い
者
、
第
三
者
の
精
子
細
胞
で
受
胎
し
た
か
は
重
要
で
な
い
）
。

　
⑭
　
ま
た
産
ん
だ
女
性
が
出
産
時
に
夫
と
同
棲
し
て
い
た
か
も
重
要
で
な
い
。
こ
の
場
合
、
夫
が
子
の
法
的
父
で
あ
る
が
、
両
者

に
は
何
の
関
係
も
な
い
。
代
理
母
出
産
の
場
合
、
別
居
中
の
夫
が
代
理
母
と
子
の
出
生
と
を
全
く
知
ら
な
い
こ
と
も
あ
り
う
る
。
代

理
母
の
夫
が
代
理
母
の
関
係
に
賛
成
し
な
か
っ
た
、
又
は
そ
の
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
時
も
、
父
子
関
係
推
定
は
働
く
。
子
と
、
父

の
役
割
を
初
め
か
ら
引
受
け
る
つ
も
り
の
な
い
父
（
遺
伝
的
父
で
な
い
）
と
の
間
に
父
子
関
係
が
築
か
れ
る
。
ホ
ス
ト
・
マ
ザ
ー
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

場
合
、
子
は
法
的
母
と
も
遺
伝
上
血
の
つ
な
が
り
が
な
く
、
法
的
母
か
ら
も
望
ま
れ
て
い
な
い
。
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b
　
未
婚
の
母

　
母
が
未
婚
で
あ
れ
ば
、
子
の
身
分
法
上
の
地
位
は
、
他
の
非
嫡
出
子
の
そ
れ
と
異
な
ら
な
い
。

　
ω
　
後
に
精
子
提
供
者
と
婚
姻
し
た
場
合
、
精
子
提
供
者
が
父
子
関
係
を
認
知
す
る
か
、
父
子
関
係
が
裁
判
上
確
認
さ
れ
れ
ば
、

既
に
生
ま
れ
た
子
の
準
正
が
生
ず
る
。

　
⑭
　
胚
提
供
　
子
の
準
正
は
生
じ
な
い
。

　
産
ん
だ
女
性
（
胚
を
提
供
さ
れ
た
女
性
）
と
精
子
提
供
者
と
が
婚
姻
し
た
場
合
に
は
、
胚
提
供
で
論
じ
ら
れ
た
内
容
が
妥
当
す
る
。

産
ん
だ
女
性
（
胚
を
提
供
さ
れ
た
女
性
）
と
第
三
者
と
が
婚
姻
し
た
場
合
は
、
Z
G
B
二
五
九
1
の
適
用
は
な
い
（
第
三
者
が
両
親
で

な
い
か
ら
）
。
産
ん
だ
女
性
の
夫
は
そ
の
子
を
養
子
に
す
る
可
能
性
し
か
な
い
（
継
子
養
子
）
。
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（
1
）
　
母
親
の
地
位
を
引
き
受
け
た
い
と
い
う
意
思
の
み
に
基
づ
く
母
子
関
係
も
立
法
論
上
問
題
と
す
べ
き
で
な
い
。
意
思
に
よ
り
初
め
の

母
子
関
係
を
成
立
さ
せ
る
の
は
、
養
子
制
度
に
よ
る
の
で
な
い
限
り
、
親
子
法
の
根
底
を
な
す
身
分
の
安
定
と
明
白
性
の
思
想
を
無
視
す

　
る
こ
と
に
な
る
。
母
子
関
係
を
早
急
か
つ
明
白
に
確
定
で
き
る
こ
と
が
子
の
幸
福
で
あ
り
、
そ
の
利
益
と
な
る
。
法
的
な
母
の
地
位
に
関

　
す
る
決
定
を
当
事
者
の
意
思
に
委
ね
る
と
す
れ
ば
、
出
生
時
に
子
は
身
分
上
長
く
そ
の
地
位
を
誰
に
も
確
定
で
き
な
い
と
い
う
危
険
が
生

ず
る
恐
れ
が
あ
る
。
こ
う
よ
う
な
不
安
定
は
子
の
幸
福
を
損
な
う
。
と
い
う
の
は
当
事
者
の
意
思
に
任
せ
た
所
、
母
子
関
係
に
つ
い
て
紛

糾
す
れ
ば
母
子
関
係
が
決
定
さ
れ
な
い
以
上
、
父
子
関
係
も
確
定
で
き
な
く
恐
れ
が
生
ず
る
。
従
っ
て
わ
が
国
で
個
別
具
体
的
に
親
子
関

係
を
判
断
す
べ
き
で
あ
り
、
立
法
論
で
な
い
限
り
、
①
遺
伝
、
②
出
産
、
③
意
思
の
三
要
素
の
中
で
最
も
重
視
す
べ
き
要
素
は
③
意
思
で

　
あ
る
と
の
主
張
に
は
疑
問
を
も
つ
。
小
野
幸
二
・
大
東
法
学
七
・
一
（
一
九
九
七
）
三
八
頁
。

（
2
）
　
0
8
馨
R
＼
ミ
巴
幕
P
O
暮
碧
窪
窪
墜
旨
＄
屈
日
這
。
。
ρ
㊥
α
H
匹
F
こ
の
論
拠
は
家
族
法
上
の
血
統
の
原
則
を
守
る
た
め
に
主

　
張
さ
れ
よ
う
。
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（
3
）
＝
Φ
讐
き
Φ
ぴ
O
Φ
ω
魯
N
閃
Φ
ど
お
巨
α
閃
o
『
6
訣
目
琶
鵬
弩
8
鼠
旨
」
員
O
Φ
量
9
言
一
ω
ω
。
ぼ
洋
豊
『
マ
Z
・
＝
（
一
㊤
。
。
駆
）
ψ
㎝
S

（
4
）
ω
辞
①
琶
9
ω
魯
≦
Φ
一
N
Φ
誘
o
び
Φ
ω
ギ
一
く
讐
お
畠
二
W
α
【
↓
Φ
一
一
区
』
」
8
N
ω
」
S

（
5
）
ω
窪
－
＞
β
O
①
ω
冨
一
8
器
ζ
旨
8
お
魯
織
け
一
8
。
。
ω
■
旨
。
。

（
6
）
　
で
は
母
子
関
係
推
定
を
い
か
に
根
拠
づ
け
る
か
の
問
題
に
関
し
て
は
以
下
の
よ
う
に
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
。
ω
＝
Φ
讐
讐
R
に

　
よ
れ
ば
、
こ
の
場
合
、
N
O
ω
二
五
五
条
の
父
子
関
係
推
定
規
定
を
類
推
適
用
す
る
。
だ
が
ω
9
－
＞
日
に
よ
る
と
（
国
8
－
＞
β
P
塑
O
』

ω
●
一
ω
一
）
規
範
の
類
推
適
用
に
必
要
な
事
情
の
比
較
可
能
性
は
な
い
。
法
的
な
定
め
の
あ
る
父
子
推
定
の
要
件
と
法
的
な
定
め
の
な
い
母

子
推
定
の
要
件
と
は
法
的
判
断
に
重
要
な
主
な
特
徴
の
点
で
一
致
し
な
い
。
双
方
の
推
定
に
は
、
遺
伝
上
の
親
子
関
係
と
法
的
親
子
関
係

　
と
に
不
一
致
が
あ
る
が
、
子
推
定
で
は
婚
姻
に
基
づ
く
事
実
推
定
に
つ
い
て
の
法
的
推
定
が
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
、
母
方
の
場
面

　
で
は
外
形
に
一
致
す
る
推
定
の
意
味
で
の
母
子
関
係
は
純
粋
の
生
活
状
況
で
あ
る
出
産
に
関
わ
る
。
従
っ
て
類
推
適
用
の
根
拠
づ
け
と
し

　
て
は
不
十
分
と
考
え
る
。
＠
ω
8
呂
あ
畠
器
置
R
も
ω
の
＝
Φ
讐
窪
R
の
類
推
に
上
記
論
拠
か
ら
反
対
す
る
。
産
ん
だ
女
性
の
遺
伝
上

　
の
母
子
関
係
が
推
定
さ
れ
る
か
ら
、
法
的
な
母
な
の
で
な
く
、
正
に
産
み
の
母
で
あ
る
か
ら
法
的
な
母
で
あ
る
と
い
う
論
拠
か
ら
母
子
推

　
定
説
を
否
定
す
る
。
だ
が
こ
の
抗
弁
に
対
し
産
ん
だ
女
性
が
遺
伝
上
の
母
で
も
あ
る
か
否
か
に
関
係
な
く
、
法
的
な
母
子
関
係
は
法
律
上

　
出
生
に
よ
り
成
立
す
る
と
反
論
で
き
る
。
oo
9
琶
R
は
生
物
学
上
の
相
異
を
挙
げ
て
、
父
子
関
係
で
の
法
律
状
態
の
類
推
は
認
め
ら
れ
な

　
い
と
す
る
が
、
立
法
論
上
あ
ら
ゆ
る
適
用
領
域
で
の
母
子
関
係
の
取
消
を
拒
否
す
る
。

（
7
）
○
・
Φ
ω
＄
ミ
≦
巴
膏
P
鋤
。
讐
○
』
ゆ
一
一
押
ゆ
窪
－
＞
β
塑
m
．
O
』
ω
」
ω
ρ
ω
魯
毛
窪
N
Φ
ぴ
の
仁
蜜
。
耳
窪
墜
ヨ
ω
。
。
屈
↓
這
β
ω
α
。
プ

　
＞
ω
oo

－
ω
O
●

（
8
）
　
○
○
Φ
ω
什
R
＼
ミ
巴
二
①
P
P
騨
O
』
ω
一
一
〇。
●

（
9
）
　
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
潮
三
房
呂
呂
》
9
（
一
8
。
）
曽
も
同
様
に
解
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
父
子
関
係
を
形
式
的
な
婚
姻
と
結
び
付
け

　
る
こ
と
に
意
味
が
な
い
場
合
が
あ
る
。
た
と
え
ば
胚
提
供
の
場
合
、
母
が
夫
と
裁
判
上
別
居
し
、
夫
が
妻
の
生
殖
に
同
意
せ
ず
、
（
遺
伝

　
上
自
己
に
由
来
し
な
い
）
子
を
自
己
の
子
と
し
て
育
て
る
意
思
の
な
い
場
合
が
そ
う
で
あ
る
。
同
意
し
な
い
夫
の
父
子
関
係
は
Z
G
B
二

　
五
六
皿
に
よ
り
取
り
消
さ
れ
る
が
、
確
認
可
能
な
客
観
的
な
基
準
か
ら
初
め
よ
り
夫
が
父
で
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
に
は
父
子
関
係

　
を
推
定
す
べ
き
で
な
い
。
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（
1
0
）
　
サ
ロ
ゲ
ー
ト
・
マ
ザ
ー
の
場
合
、
産
ん
だ
サ
ロ
ゲ
ー
ト
・
マ
ザ
ー
が
必
ず
遺
伝
上
の
母
で
も
あ
る
（
前
述
図
参
照
）
。
現
行
法
上
、

　
同
意
の
問
題
は
次
の
段
階
つ
ま
り
父
子
推
定
を
取
消
す
場
合
に
意
味
が
あ
る
。

（
1
1
）
　
七
六
年
の
親
子
法
改
正
時
に
、
立
法
者
は
人
工
授
精
の
可
能
性
の
み
を
考
え
て
い
た
が
、
父
子
関
係
推
定
を
適
用
さ
せ
る
に
は
、
受

胎
の
方
法
で
な
く
、
婚
姻
中
に
受
胎
し
た
が
否
か
の
み
が
法
的
に
重
要
で
あ
る
。

（
1
2
）
　
ホ
ス
ト
・
マ
ザ
ー
の
婚
姻
中
胚
を
再
移
植
し
た
が
、
そ
の
解
消
後
出
生
し
た
。
こ
の
場
合
も
ホ
ス
ト
・
マ
ザ
ー
の
別
れ
た
夫
は
子
の

父
と
さ
れ
る
。
子
が
婚
姻
の
解
消
前
に
懐
胎
し
て
い
れ
ば
、
父
子
推
定
は
そ
の
後
出
生
し
て
も
働
く
（
Z
G
B
二
五
五
H
）
。
「
懐
胎
」
と

　
は
再
移
植
の
時
期
を
い
う
の
で
あ
っ
て
、
生
殖
細
胞
の
融
合
の
時
期
で
は
な
い
。
そ
の
証
拠
と
し
て
同
じ
状
況
に
使
わ
れ
た
表
現
で
あ
る

　
Z
G
B
二
五
六
b
の
懐
胎
が
挙
が
る
。
懐
胎
と
は
妊
娠
開
始
の
こ
と
で
あ
る
。
着
床
前
の
胚
洗
浄
は
時
間
的
に
妊
娠
開
始
前
に
行
う
。
Z

　
G
B
二
五
五
1
の
期
間
計
算
（
三
〇
〇
日
）
も
妊
娠
の
普
通
の
期
間
を
い
う
。
だ
が
婚
姻
の
解
消
後
に
再
移
植
す
れ
ば
、
ホ
ス
ト
・
マ
ザ

　
ー
の
夫
は
法
的
な
父
で
は
な
い
。
こ
の
場
合
、
子
に
は
父
が
い
な
い
。
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3

新
た
な
父
子
関
係
・
母
子
関
係
の
決
定

　
A
　
既
婚
の
推
定
さ
れ
た
母

　
ω
　
父
子
関
係
推
定
の
取
消
と
新
た
な
父
子
関
係

　
以
上
の
と
こ
ろ
か
ら
み
る
よ
う
に
、
母
子
関
係
が
推
定
さ
れ
る
と
、
次
に
そ
の
母
と
父
と
が
婚
姻
し
て
い
れ
ば
、
そ
の
婚
姻
に
よ

り
、
父
子
推
定
が
な
さ
れ
る
の
で
、
以
下
で
は
母
が
婚
姻
し
て
い
る
か
否
か
で
区
別
し
て
論
ず
る
。
父
子
関
係
が
推
定
さ
れ
る
と
、

次
の
段
階
で
そ
の
推
定
を
取
消
す
こ
と
が
で
き
る
か
を
検
討
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
卵
提
供
の
場
合
、
夫
の
精
子
に
よ
る
受
精
の
み
の
場
面
と
な
る
の
で
、
夫
側
に
は
何
の
特
殊
性
も
な
い
。
産
ん
だ
女
性
の
夫
が
子
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の
法
的
父
で
あ
る
。
父
子
推
定
は
問
題
と
な
ら
な
い
。

　
胚
提
供
の
場
合
、
子
は
夫
婦
の
い
ず
れ
と
も
血
縁
関
係
が
な
い
。
こ
の
場
合
、
産
ん
だ
女
性
の
母
子
関
係
と
夫
の
父
子
関
係
と
が

　
　
　
　
　
（
1
）

共
に
推
定
さ
れ
る
。

　
民
法
上
、
精
子
提
供
者
、
産
ん
だ
女
性
は
取
消
権
者
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
な
い
が
、
産
ん
だ
女
性
の
夫
と
子
の
み
が
取
消
権
者

と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
（
Z
G
B
二
五
六
1
）
。
従
っ
て
以
下
夫
、
子
と
に
分
け
て
考
察
す
る
。

　
㈱
夫
に
よ
る
取
消

　
夫
は
一
年
以
内
に
取
消
さ
ね
ば
な
ら
な
い
（
Z
G
B
二
五
六
C
）
。
夫
の
死
後
、
夫
の
両
親
に
補
充
的
に
取
消
権
が
帰
属
す
る
（
Z

G
B
同
二
五
八
1
）
。
非
配
偶
者
間
人
工
授
精
の
場
合
に
限
り
、
夫
が
第
三
者
に
よ
っ
て
子
供
を
作
る
こ
と
に
同
意
し
た
場
合
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

夫
に
取
消
権
が
な
い
（
Z
G
B
二
五
六
m
）
（
対
応
規
定
が
多
く
の
外
国
法
に
あ
る
）
。
同
意
し
た
夫
の
取
消
権
は
一
般
に
権
利
濫
用
と

　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

さ
れ
、
認
め
ら
れ
な
い
。

　
㈲
　
子
に
よ
る
取
消

　
子
と
、
推
定
さ
れ
る
父
と
の
間
に
は
何
の
家
族
関
係
も
な
い
が
、
推
定
さ
れ
る
父
と
妻
（
推
定
さ
れ
る
母
）
と
の
共
同
生
活
は
終

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

了
し
て
い
な
け
れ
ば
、
子
は
推
定
さ
れ
る
父
（
と
推
定
さ
れ
る
母
）
の
嫡
出
子
と
さ
れ
る
。
子
は
Z
G
B
二
五
六
1
②
に
よ
れ
ば
、

推
定
さ
れ
る
父
と
の
父
子
関
係
を
取
消
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
同
条
の
狭
い
要
件
（
未
成
年
者
で
あ
る
こ
と
及
び
共
同
生
活
の
終
了
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

か
ら
見
て
、
こ
の
権
利
の
行
使
の
意
味
は
実
際
非
常
に
制
限
さ
れ
て
い
る
。
既
婚
の
両
親
を
保
護
す
る
た
め
、
同
条
は
明
ら
か
に
子

の
保
護
を
無
視
す
る
。

　
現
行
法
上
、
現
在
の
父
子
関
係
を
取
消
し
て
の
み
、
遺
伝
上
の
父
子
関
係
は
確
認
で
き
る
。
し
か
し
前
述
の
よ
う
に
、
子
の
取
消

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

権
が
制
限
さ
れ
て
い
る
た
め
（
Z
G
B
二
五
六
1
②
）
、
父
子
血
統
を
明
ら
か
に
す
る
可
能
性
も
な
い
。
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＠
　
推
定
さ
れ
る
母
に
よ
る
取
消

　
推
定
さ
れ
る
夫
と
子
と
に
家
族
関
係
が
な
く
と
も
、
推
定
さ
れ
る
母
は
、
子
と
、
推
定
さ
れ
る
夫
と
の
父
子
関
係
に
働
き
か
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

可
能
性
が
な
い
。
推
定
さ
れ
る
母
を
取
消
権
者
か
ら
排
除
し
て
い
る
（
Z
G
B
二
五
六
1
）
た
め
、
推
定
さ
れ
る
母
は
親
権
を
夫
と

共
同
し
て
行
使
せ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
（
Z
G
B
二
九
七
－
　
夫
が
子
と
全
く
家
族
関
係
が
な
く
と
も
）
。
立
法
論
と
し
て
こ
の
場
合
、

推
定
さ
れ
る
母
と
夫
と
の
共
同
生
活
が
存
続
し
て
い
る
か
、
子
が
夫
に
望
ま
れ
て
な
い
場
合
が
あ
り
う
る
。
こ
の
場
合
に
限
り
、
推

定
さ
れ
る
母
に
も
夫
の
父
子
推
定
を
取
り
消
す
可
能
性
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。

　
㈹
　
遺
伝
上
の
父
に
よ
る
取
消

　
遺
伝
上
の
父
に
取
消
権
は
な
い
。
推
定
さ
れ
る
母
と
そ
の
夫
と
の
共
同
の
所
帯
が
終
了
し
て
い
な
く
、
夫
が
取
消
権
を
行
使
し
な

け
れ
ば
、
子
は
推
定
さ
れ
る
母
と
そ
の
夫
の
嫡
出
子
で
あ
る
。
従
っ
て
、
遺
伝
上
の
父
に
は
「
自
分
の
」
遺
伝
上
の
子
を
養
子
に
す

る
可
能
性
の
み
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
夫
の
同
意
を
必
要
と
す
る
。

　
推
定
さ
れ
る
夫
が
、
子
を
自
分
の
子
と
認
め
、
子
を
妻
と
共
に
育
て
る
つ
も
り
で
あ
る
限
り
、
遺
伝
上
の
父
の
法
的
父
子
関
係
形

成
に
関
す
る
固
有
の
利
益
よ
り
も
、
現
在
の
家
庭
生
活
と
婚
姻
を
妨
げ
て
は
な
ら
ず
、
優
先
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
限
り
で
、
Z

G
B
二
五
六
1
が
取
消
権
者
か
ら
遺
伝
上
の
父
を
排
除
す
る
の
は
妥
当
と
考
え
ら
れ
る
。
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②
　
母
子
関
係
推
定
の
取
消
と
新
た
な
母
子
関
係

　
卵
提
供
の
場
合
も
、
胚
提
供
の
場
合
も
、
産
ん
だ
女
性
の
母
子
関
係
は
前
述
の
よ
う
に
推
定
さ
れ
る
。

れ
た
母
子
関
係
を
次
に
取
消
す
こ
と
が
可
能
か
が
次
に
間
題
と
な
る
。

　
㈱
　
推
定
さ
れ
る
母
と
そ
の
夫
に
よ
る
取
消

従
っ
て
こ
う
し
て
推
定
さ
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ス
イ
ス
の
親
子
法
に
は
母
子
関
係
を
取
り
消
す
規
定
は
な
い
。
産
ん
だ
女
性
が
母
子
関
係
を
Z
G
B
二
五
六
条
一
項
一
号
の
父
子

関
係
推
定
の
取
消
を
類
推
し
て
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
か
が
問
題
と
さ
れ
る
。

　
類
推
解
釈
の
妥
当
性
に
つ
い
て
は
、
推
定
さ
れ
る
母
子
関
係
の
状
況
と
推
定
さ
れ
る
父
子
関
係
の
状
況
と
を
対
比
す
る
と
、
生
物

学
上
対
比
で
き
る
局
面
が
異
な
る
。
父
は
生
物
学
上
推
定
さ
れ
る
母
と
は
異
な
り
、
子
の
出
生
に
関
与
し
て
い
な
い
。
推
定
さ
れ
る

母
は
、
出
生
に
よ
り
推
定
さ
れ
る
母
子
関
係
の
発
生
に
法
的
な
き
っ
か
け
を
作
る
が
、
推
定
さ
れ
る
父
は
夫
婦
関
係
に
あ
る
か
否
か

の
形
式
に
関
わ
る
に
す
ぎ
な
い
。
さ
ら
に
推
定
さ
れ
る
母
に
よ
る
推
定
上
の
母
子
関
係
が
取
り
消
さ
れ
れ
ば
、
父
子
関
係
は
消
滅
す

る
。
こ
の
結
果
、
子
に
は
両
親
が
い
な
く
な
る
。
つ
ま
り
子
に
法
的
家
族
が
全
く
い
な
い
状
態
と
な
る
。
従
っ
て
こ
の
よ
う
な
結
果

は
子
に
好
ま
し
く
な
い
た
め
、
父
子
関
係
を
母
子
関
係
に
類
推
さ
せ
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
は
妥
当
で
な
い
。
従
っ
て
Z
G
B
一
一
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

六
条
－
項
の
類
推
適
用
は
問
題
と
な
ら
な
い
。

　
㈲
　
子
に
よ
る
取
消

　
子
が
父
側
の
血
統
を
確
認
で
き
る
可
能
性
は
制
限
さ
れ
て
い
る
一
方
で
、
解
釈
論
上
、
子
に
母
子
関
係
確
認
の
可
能
性
も
な
い
。

　
父
子
関
係
取
消
と
同
じ
く
、
こ
こ
で
も
子
の
幸
福
の
観
点
か
ら
遺
伝
上
の
母
を
知
る
子
の
権
利
は
制
限
さ
れ
て
も
よ
い
。
従
っ
て

結
果
的
に
未
成
年
の
子
と
推
定
さ
れ
る
母
と
の
間
に
親
子
関
係
が
あ
る
場
合
に
は
、
子
に
取
消
権
は
認
め
ら
れ
な
い
。

　
＠
　
遺
伝
上
の
母
に
よ
る
取
消

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
遺
伝
上
の
母
に
よ
る
取
消
権
は
学
説
上
一
致
し
て
認
め
な
い
。
母
子
関
係
は
取
消
し
え
な
い
と
の
原
則
か
ら
、
身
分
の
安
定
、
身

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

分
の
明
白
性
、
家
庭
の
平
和
の
見
地
か
ら
遺
伝
上
の
母
の
取
消
権
を
否
定
す
る
。

　
遺
伝
上
の
母
に
取
消
権
を
認
め
る
か
否
か
の
問
題
は
子
の
幸
福
が
決
め
て
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
推
定
さ
れ
る
母
と
そ
の
夫
と

が
子
を
二
人
の
子
と
し
て
育
て
る
こ
と
に
一
致
し
た
時
は
、
家
庭
の
平
和
と
子
の
幸
福
を
守
る
た
め
に
、
遺
伝
上
の
母
に
取
消
権
を

359



法学研究72巻12号（’99：12）

　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

認
め
る
べ
き
で
な
い
。

　
B
　
未
婚
の
推
定
さ
れ
る
母

　
父
子
側
で
は
遺
伝
上
の
父
が
父
子
関
係
を
認
知
し
な
い
限
り
、
子
に
は
父
が
い
な
い
。
遺
伝
上
の
父
が
子
の
認
知
を
拒
め
ば
、
子

と
推
定
さ
れ
る
母
と
は
父
子
確
認
の
訴
え
を
提
起
で
き
る
。

　
2
　
サ
ロ
ゲ
ー
ト
・
マ
ザ
ー
の
場
合

　
A
　
既
婚
の
サ
ロ
ゲ
ー
ト
・
マ
ザ
ー
の
場
合

　
㈲
　
父
子
関
係
推
定
の
取
消

　
精
子
細
胞
を
提
供
さ
れ
て
受
胎
し
た
サ
ロ
ゲ
ー
ト
・
マ
ザ
ー
及
び
ホ
ス
ト
・
マ
ザ
ー
以
外
の
場
合
は
、
代
理
母
の
夫
が
子
の
遺
伝

上
及
び
法
律
上
の
父
で
あ
る
。
特
に
既
婚
の
代
理
母
が
父
に
な
り
た
い
男
性
の
精
子
を
提
供
さ
れ
て
受
胎
し
た
場
合
、
代
理
母
の
夫

の
父
子
推
定
が
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に
の
み
、
父
に
な
り
た
い
男
性
と
子
と
の
父
子
関
係
が
確
定
で
き
る
。
こ
の
場
合
は
胚
提
供
の

場
合
の
父
子
関
係
の
取
消
の
場
合
と
同
じ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
代
理
母
の
、
同
意
し
た
夫
に
取
消
権
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
の
問
題

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

が
あ
る
。
胚
提
供
の
場
合
、
同
意
し
た
夫
の
取
消
権
は
一
般
に
権
利
濫
用
と
さ
れ
る
。
だ
が
こ
の
理
論
は
代
理
母
の
取
消
権
を
否
定

す
る
理
由
と
は
な
り
え
な
い
。
そ
の
理
由
は
同
意
の
意
味
が
異
な
り
、
夫
は
生
ま
れ
て
く
る
子
を
将
来
希
望
の
両
親
に
引
き
渡
す
こ

と
に
同
意
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
推
定
さ
れ
る
夫
に
は
取
消
権
が
認
め
ら
れ
る
。

　
夫
に
取
消
権
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
、
子
の
幸
福
の
観
点
か
ら
子
に
も
取
消
権
が
認
め
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
子
と
推
定
さ
れ

る
父
と
の
間
に
事
実
上
の
父
子
関
係
が
形
成
さ
れ
て
い
な
い
場
合
な
ら
ば
、
子
に
は
取
消
権
が
認
め
ら
れ
る
。

　
㈲
　
母
子
関
係
推
定
の
取
消
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サ
ロ
ゲ
ー
ト
・
マ
ザ
ー
は
遺
伝
上
及
び
生
物
上
の
意
味
で
真
の
母
で
あ
る
（
母
子
関
係
の
推
定
で
は
な
い
）
。
だ
が
ホ
ス
ト
・
マ
ザ

ー
の
場
合
に
は
そ
の
母
子
関
係
は
推
定
さ
れ
る
（
ホ
ス
ト
・
マ
ザ
ー
は
子
と
遺
伝
的
に
血
の
つ
な
が
り
が
な
い
か
ら
）
。
原
則
的
に
血
統

法
上
卵
・
胚
提
供
に
比
べ
何
の
特
殊
性
も
な
い
。
だ
が
事
実
上
、
卵
・
胚
提
供
と
の
相
異
は
ホ
ス
ト
・
マ
ザ
ー
（
と
そ
の
夫
）
が
母

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

に
な
り
た
い
女
性
で
な
い
点
に
あ
る
。

　
母
に
よ
る
取
消
に
つ
い
て
は
、
学
説
上
、
子
の
利
益
を
考
え
て
、
推
定
さ
れ
る
母
が
母
子
関
係
を
取
消
し
、
母
に
な
り
た
い
女
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

が
そ
の
子
を
認
知
す
る
場
合
に
の
み
、
母
に
な
り
た
い
女
性
と
そ
の
子
と
の
母
子
関
係
を
確
認
す
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。

　
子
の
取
消
権
に
つ
い
て
は
、
否
定
さ
れ
る
。
卵
・
胚
提
供
の
場
合
と
同
様
、
子
の
幸
福
の
理
由
か
ら
母
子
関
係
は
取
消
不
能
の
原

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

則
に
固
執
す
べ
き
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

　
遺
伝
上
の
母
の
取
消
権
も
認
め
る
べ
き
で
な
い
。

生殖医療と親子関係の決定

　
B
　
未
婚
の
代
理
母
出
産
の
場
合

　
父
側
で
は
、
父
に
な
り
た
い
男
性
が
父
子
関
係
を
認
知
す
る
か
、
裁
判
上
確
認
さ
れ
な
い
限
り
、
代
理
母
の
子
に
は
父
が
い
な
い

こ
と
に
な
る
。
父
に
な
り
た
い
男
性
と
子
と
に
父
子
関
係
が
形
成
さ
れ
て
も
、
代
理
母
と
子
と
の
法
的
関
係
は
法
的
母
子
関
係
が
続

き
、
代
理
母
に
親
権
が
帰
属
す
る
（
Z
G
B
二
九
八
1
）
。
親
に
な
り
た
い
男
女
が
子
と
法
的
に
二
人
の
子
と
す
る
に
は
母
に
な
り
た

い
女
性
が
継
子
養
子
を
す
る
以
外
な
い
。

　　　　　

321）　）　）

精
子
提
供
者
と
の
父
子
関
係
は
、
産
ん
だ
女
性
の
夫
の
父
子
関
係
が
取
り
消
さ
れ
た
時
に
の
み
、
決
定
で
き
る
。

閃
①
三
房
簿
一
〇
p
＞
o
什
N
O。
（
N
）
。

妻
が
精
子
を
提
供
さ
れ
て
人
工
授
精
を
受
け
る
こ
と
に
同
意
す
る
こ
と
で
、
夫
（
父
と
な
り
た
い
男
性
）
は
子
が
家
族
内
に
生
ま
れ

361



法学研究72巻12号（799：12）

　
る
こ
と
に
同
意
を
表
明
し
た
。
そ
の
後
、
父
が
父
子
関
係
を
取
消
す
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
と
、
そ
れ
は
夫
の
以
前
の
態
度
と
矛
盾
す
る
。

何
の
規
制
も
な
い
ド
イ
ツ
で
は
こ
の
問
題
が
争
わ
れ
て
い
る
。
ω
O
頃
は
非
配
偶
者
問
人
工
授
精
に
同
意
し
た
場
合
に
も
夫
の
取
消
を
原

則
的
に
認
め
る
（
ω
O
コ
N
。。
刈
」
＄
H
評
ヨ
勾
N
一
8
ω
ふ
。
。
①
）
・
岩
志
和
一
郎
「
比
較
法
研
究
5
3
」
（
一
九
九
一
）
所
収
三
一
頁
参
照
。
精
子

　
が
精
子
提
供
者
の
同
意
し
た
目
的
（
た
と
え
ば
研
究
用
）
の
た
め
で
な
く
、
妻
の
受
胎
の
た
め
に
用
い
ら
れ
た
場
合
に
も
、
夫
の
同
意
の

　
な
い
時
、
精
子
提
供
者
の
父
子
関
係
の
確
認
の
た
め
に
、
遺
伝
的
要
因
が
重
要
か
と
い
う
問
題
は
胚
提
供
の
場
合
、
実
際
上
意
味
が
あ
る
。

非
配
偶
者
間
人
工
授
精
の
場
合
に
つ
い
て
、
こ
の
問
題
を
＝
Φ
讐
雲
R
は
肯
定
す
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
以
下
の
点
を
挙
げ
る
。
①
父

子
関
係
を
精
子
提
供
者
の
意
思
と
関
連
づ
け
る
の
は
現
行
法
と
一
致
し
な
い
。
②
精
子
の
濫
用
的
利
用
か
ら
精
子
提
供
者
を
保
護
す
る
と
、

子
の
利
益
に
反
す
る
。
③
意
思
の
要
素
を
考
慮
す
る
こ
と
か
ら
生
ず
る
法
律
効
果
は
子
に
極
め
て
公
正
で
な
い
。
④
遺
伝
上
の
母
に
同
じ

権
利
が
帰
属
す
る
結
果
と
な
る
。
結
論
と
し
て
上
記
見
解
に
賛
成
で
き
る
。
こ
の
訂
正
不
能
な
状
況
で
は
子
の
保
護
の
必
要
性
の
み
が
重

要
で
あ
る
。
精
子
提
供
者
は
精
子
に
よ
り
子
の
存
在
の
原
因
を
作
り
だ
し
、
父
と
し
て
の
責
任
を
免
れ
ら
れ
な
い
。
子
の
出
生
に
対
す
る

補
充
的
原
因
つ
ま
り
夫
の
同
意
と
社
会
的
な
父
が
い
な
け
れ
ば
、
子
の
出
生
に
対
す
る
精
子
提
供
者
の
責
任
が
存
続
す
る
。
精
子
が
濫
用

　
さ
れ
た
場
合
に
は
、
提
供
者
は
医
師
に
対
し
契
約
法
上
の
手
段
と
損
害
賠
償
権
を
行
使
で
き
る
。
そ
の
こ
と
と
身
分
法
上
の
効
果
は
明
白

　
に
区
別
さ
れ
る
。

（
4
）
ω
窪
－
＞
β
鋤
。
P
O
』
ω
ω
」
＆
｛
・

（
5
）
　
こ
の
関
連
で
は
子
が
推
定
さ
れ
る
両
親
の
所
帯
で
育
て
ら
れ
て
い
な
い
（
た
と
え
ば
両
親
が
親
権
を
喪
失
し
た
か
又
は
、
子
が
遺
伝

上
の
父
（
精
子
提
供
者
）
と
同
居
し
て
い
る
た
め
）
場
合
が
あ
り
う
る
。
こ
の
場
合
、
推
定
さ
れ
る
両
親
と
の
共
同
生
活
が
終
了
し
な
く

　
と
も
、
子
に
取
消
権
が
認
め
ら
れ
る
。

（
6
）
　
子
は
血
統
に
関
す
る
す
べ
て
の
情
報
を
知
る
憲
法
上
の
権
利
を
有
す
る
（
ス
イ
ス
憲
法
2
4
8
く
一
Φ
ω
H
9
）
。
2
4
昌
o
≦
8
H
9
に
ょ

　
り
立
法
者
は
生
殖
細
胞
の
提
供
者
の
秘
守
利
益
よ
り
も
、
遺
伝
上
の
両
親
を
知
る
利
益
が
優
先
す
る
と
定
め
た
。
子
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ

　
ィ
の
発
見
と
自
分
に
つ
い
て
の
認
識
の
た
め
に
自
ら
の
血
統
を
知
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
国
－
閃
冨
8
0
お
8
は
情
報
を
受
け

　
る
権
利
（
情
報
要
求
権
）
を
貫
徹
す
る
た
め
に
規
定
を
定
め
た
。
国
家
の
報
告
義
務
を
定
め
て
い
な
い
。
一
六
歳
未
満
の
子
の
請
求
に
正

当
な
利
益
が
あ
る
か
の
問
題
に
対
し
行
政
庁
に
裁
量
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
結
局
、
精
子
提
供
者
の
匿
名
性
が
保
護
さ
れ
る
結
果
と
な
る
。
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ひ
い
て
は
精
子
提
供
者
の
意
思
に
左
右
さ
れ
る
。
こ
こ
で
も
子
の
利
益
が
考
慮
さ
れ
な
い
。
親
子
法
で
も
子
の
遺
伝
上
の
血
統
を
知
る
権

利
は
従
来
改
正
さ
れ
て
い
な
い
。
す
べ
て
の
情
報
を
知
る
憲
法
上
の
権
利
を
保
護
す
る
に
は
情
報
要
求
権
の
貫
徹
の
み
で
は
解
決
で
き
な

　
い
こ
と
を
示
す
。

（
7
）
　
排
除
す
る
根
拠
は
母
に
は
取
消
す
独
立
し
た
保
護
す
べ
き
利
益
が
な
い
と
さ
れ
る
（
連
邦
評
議
会
の
理
由
）
。
取
消
権
者
か
ら
母
を

　
排
除
す
る
の
は
男
女
の
権
利
平
等
違
反
（
ω
魯
≦
Φ
目
2
鉾
P
O
』
＞
●
錺
又
は
母
の
親
権
に
違
反
し
て
い
る
と
主
張
さ
れ
る
（
若
干
の

学
説
）
。
こ
の
権
利
不
平
等
の
論
拠
に
対
す
る
反
論
と
し
て
、
①
夫
と
母
と
は
同
じ
状
況
に
な
い
点
。
夫
に
と
っ
て
は
父
子
関
係
の
取
消

権
（
自
己
決
定
）
が
問
題
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
母
に
と
っ
て
は
子
が
自
分
に
由
来
す
る
こ
と
で
な
く
、
子
が
夫
に
由
来
す
る
こ
と
（
他

　
人
の
決
定
）
が
問
題
で
あ
る
。
夫
は
子
と
関
わ
り
が
な
い
こ
と
を
示
そ
う
と
し
、
母
は
教
育
権
を
自
分
の
た
め
に
の
み
得
よ
う
と
す
る
か
、

　
子
と
新
し
い
夫
と
の
法
的
父
子
関
係
を
成
立
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
母
は
子
に
対
し
あ
ら
ゆ
る
考
慮
を
負
う
が
、
夫
は
子
に
対
し
、
何
も
負

　
わ
な
い
よ
う
に
す
る
。
同
時
に
子
の
利
益
は
母
の
そ
れ
に
優
先
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
事
実
に
反
す
る
推
定
は
夫
や
子
の
利
益
ほ
ど
母
の
利

益
を
害
さ
な
い
。
②
た
い
て
い
母
は
子
の
血
統
を
知
っ
て
い
る
が
、
夫
は
知
ら
な
い
と
反
論
さ
れ
る
。
上
記
①
、
②
の
論
拠
は
納
得
で
き

　
な
い
。
権
利
平
等
の
例
外
の
認
め
ら
れ
る
場
合
と
し
て
判
例
・
通
説
は
①
性
に
基
づ
く
生
物
的
な
（
機
能
上
の
）
相
異
が
両
性
の
不
平
等

　
を
求
め
る
時
、
生
物
上
の
相
異
と
具
体
的
な
権
利
不
平
等
と
に
密
接
な
関
連
の
あ
る
こ
と
、
①
、
②
の
条
件
は
現
在
存
在
し
な
い
。
取
消

　
の
際
の
母
と
夫
と
の
同
一
の
利
害
状
況
か
ら
す
る
と
、
子
の
幸
福
の
論
拠
は
母
側
と
夫
側
で
の
取
消
権
の
制
限
に
な
り
う
る
が
、
両
者
の

異
な
っ
た
取
扱
い
を
正
当
化
し
な
い
。
（
1
）
夫
と
子
と
に
家
族
関
係
が
な
け
れ
ば
、
母
に
夫
か
ら
父
の
役
割
を
排
除
す
る
可
能
性
を
認

　
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
権
利
平
等
の
見
地
か
ら
、
子
の
幸
福
を
考
え
ず
に
、
一
方
で
は
夫
に
無
限
の
取
消
権
が
あ
り
、
他
方
子
の
幸
福
を
危

　
う
く
し
な
い
時
も
、
母
を
取
消
権
者
の
範
囲
か
ら
排
除
す
る
の
は
認
め
が
た
い
。
現
在
の
法
律
状
況
は
憲
法
4
H
の
平
等
の
取
扱
い
の
命

令
と
一
致
し
な
い
。
比
較
法
上
ス
イ
ス
法
は
嫡
出
子
の
場
合
、
母
を
全
く
排
除
す
る
少
な
い
法
秩
序
の
一
つ
で
あ
る
。
た
い
て
い
の
外
国

　
の
法
秩
序
で
は
今
日
母
は
嫡
出
性
取
消
権
を
有
す
る
。
ω
9
≦
Φ
目
負
四
』
■
O
』
＞
伊

（
8
）
ω
畠
≦
Φ
目
①
さ
鋤
●
P
O
』
》
ω
㊤
，

（
9
）
ω
9
≦
窪
N
①
お
ω
餌
ω
一
R
内
o
ヨ
ヨ
Φ
具
巽
Z
二
N
⊆
＞
拝
謡
N
旧
＝
Φ
題
窪
Φ
ぴ
P
鉾
O
』
Z
し。
。
N
⊆
＞
拝
謡
⑲
。

（
1
0
）
　
ω
9
≦
①
目
Φ
ぴ
P
卑
○
●
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（
n
）
　
O
o
Φ
ω
δ
R
－
譲
巴
ユ
Φ
P
讐
P
O
』
ω
一
一
9

（
1
2
）
　
推
定
さ
れ
る
母
と
そ
の
夫
と
が
共
同
生
活
を
せ
ず
、
母
子
関
係
の
変
更
に
合
意
し
た
時
は
、
遺
伝
上
の
母
は
取
り
消
す
こ
と
が
で
き

　
る
。
推
定
さ
れ
る
母
と
そ
の
夫
が
死
亡
し
た
場
合
も
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
は
遺
伝
上
の
母
を
知
る
子
の
利
益
が
保
障

　
さ
れ
、
子
は
将
来
遺
伝
上
の
母
と
そ
の
夫
と
の
健
全
な
家
庭
で
共
同
生
活
が
で
き
る
。

（
1
3
）
　
妻
が
他
人
の
精
子
に
よ
る
受
胎
に
同
意
す
る
こ
と
に
よ
り
、
子
が
家
族
の
一
員
と
し
て
生
ま
れ
る
こ
と
に
同
意
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、

後
に
父
子
関
係
を
取
り
消
す
と
、
そ
れ
は
夫
の
以
前
の
行
為
と
矛
盾
す
る
。

（
1
4
）
　
ホ
ス
ト
・
マ
ザ
ー
は
自
分
の
た
め
で
な
く
、
遺
伝
上
の
母
に
な
り
た
い
女
性
の
た
め
に
子
を
受
胎
・
出
産
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
母
子

関
係
取
消
の
問
題
は
ホ
ス
ト
・
マ
ザ
ー
が
出
産
後
、
子
を
遺
伝
上
の
両
親
に
引
き
渡
す
こ
と
を
拒
否
し
、
自
ら
育
て
る
場
合
に
意
味
を
も

　
つ
。

（
1
5
）
　
ω
8
庄
聖
P
P
O
』
ω
」
罫
こ
の
考
え
方
は
母
に
な
り
た
い
女
性
の
認
知
が
条
件
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
点
が
難
点
で
も
あ
る
。

（
1
6
）
　
但
し
子
が
望
ま
れ
て
い
な
く
、
ホ
ス
ト
・
マ
ザ
ー
と
子
と
の
問
に
何
の
親
子
関
係
も
な
け
れ
ば
、
子
に
母
子
関
係
を
取
り
消
す
こ
と

　
が
認
め
ら
れ
る
。

（
1
7
）
　
立
法
論
と
し
て
家
庭
の
平
和
の
危
殆
と
子
の
幸
福
の
侵
害
が
予
想
さ
れ
な
け
れ
ば
、
遺
伝
上
の
母
に
自
己
の
母
子
関
係
を
確
認
さ
せ

　
る
手
段
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。
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4
　
　
ま
と
め

　
以
上
の
ス
イ
ス
法
の
内
容
を
参
考
に
し
て
、
わ
が
国
の
現
状
及
び
こ
れ
か
ら
生
ず
る
で
あ
ろ
う
状
況
を
考
慮
し
な
が
ら
考
え
る
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

母
子
関
係
が
分
裂
す
る
卵
提
供
、
胚
提
供
の
双
方
で
は
母
子
関
係
は
出
産
に
よ
り
推
定
さ
れ
る
と
す
る
こ
と
が
妥
当
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

そ
れ
は
出
産
と
い
う
明
白
な
事
実
に
よ
る
か
ら
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
産
み
の
母
を
法
的
母
と
す
る
こ
と
は
、
母
子
関
係
の
早
期



の
決
定
及
び
明
白
性
の
観
点
か
ら
子
の
身
分
が
安
定
し
、
子
の
利
益
と
な
る
。
従
っ
て
母
子
関
係
が
推
定
さ
れ
れ
ば
、
初
め
の
父
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

関
係
は
そ
の
母
と
の
婚
姻
の
事
実
に
よ
り
決
ま
る
の
で
、
そ
の
夫
と
子
と
の
父
子
関
係
が
推
定
さ
れ
る
（
日
本
民
法
七
七
二
1
）
。

　
こ
う
し
て
初
め
の
母
子
関
係
、
父
子
関
係
が
推
定
さ
れ
る
と
、
次
に
新
た
な
父
子
関
係
、
母
子
関
係
を
決
定
す
る
段
階
と
な
る
。

　
A
　
卵
提
供
・
胚
提
供
の
場
合

　
ω
　
父
子
関
係
推
定
の
否
認
と
新
た
な
父
子
関
係

　
㈱
　
推
定
さ
れ
る
夫
に
よ
る
否
認
（
同
七
七
四
）

　
父
子
関
係
の
否
認
の
訴
は
子
の
出
生
を
知
っ
た
時
か
ら
一
年
以
内
に
提
起
せ
ね
ば
な
ら
な
い
（
同
七
七
七
、
人
訴
二
九
）
。

　
㈲
　
子
に
よ
る
父
子
関
係
の
否
認
は
現
行
法
上
認
め
ら
れ
て
い
な
い
た
め
、
子
は
父
子
関
係
を
否
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

が
母
に
よ
る
否
認
と
同
じ
く
、
そ
の
当
否
が
争
わ
れ
て
い
る
。

だ

生殖医療と親子関係の決定

　
②
　
母
子
関
係
推
定
の
取
消
と
新
た
な
母
子
関
係

　
㈲
　
推
定
さ
れ
る
母
に
よ
る
取
消

　
推
定
さ
れ
る
母
が
母
子
関
係
を
否
認
す
る
こ
と
は
前
述
3
2
）
に
よ
り
認
め
ら
れ
な
い
し
、
否
認
自
体
現
行
法
上
否
定
さ
れ
て

（
6
）

い
る
。

　
㈲
　
子
に
よ
る
取
消

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
現
行
法
上
、
子
に
よ
る
取
消
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
も
し
子
に
よ
る
否
認
を
認
め
る
と
す
れ
ば
、
前
述
の
よ
う
に
遺
伝
上
の
母

子
関
係
確
認
の
可
能
性
が
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
子
に
両
親
の
い
な
い
状
態
が
生
ず
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
は
子
に
と
り
好
ま
し
い
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も
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
子
に
よ
る
否
認
は
認
め
な
い
か
、
ま
た
は
認
め
る
と
し
て
も
制
限
す
べ
き
で
あ
る
。

　
B
　
代
理
母
出
産

　
ω
　
既
婚
の
代
理
母
の
場
合

　
代
理
母
出
産
の
場
合
、
母
子
関
係
は
卵
提
供
、
胚
提
供
と
同
様
に
推
定
さ
れ
、
そ
の
母
が
婚
姻
関
係
に
あ
れ
ば
、
そ
の
父
と
の
父

　
　
　
　
　
（
8
）

子
関
係
が
生
ず
る
。

　
㈲
　
父
子
関
係
推
定
の
取
消

　
前
記
の
表
に
よ
れ
ば
、
精
子
を
提
供
さ
れ
た
代
理
母
出
産
以
外
の
代
理
母
出
産
で
は
、
夫
が
子
の
遺
伝
上
及
び
法
律
上
の
父
で
あ

る
。
特
に
父
に
な
り
た
い
男
性
の
精
子
を
提
供
さ
れ
た
場
合
に
は
、
代
理
母
の
夫
の
父
子
関
係
推
定
が
否
定
さ
れ
な
い
限
り
、
父
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

な
り
た
い
男
性
と
そ
の
子
と
の
父
子
関
係
は
成
立
し
な
い
。
従
っ
て
代
理
母
の
夫
が
父
子
関
係
推
定
を
否
認
し
、
父
に
な
り
た
い
男

性
が
そ
の
子
を
認
知
す
る
こ
と
に
よ
り
父
子
関
係
が
成
立
す
る
。

　
㈲
　
母
子
関
係
推
定
の
取
消

　
前
述
の
よ
う
に
、
サ
ロ
ゲ
ー
ト
・
マ
ザ
ー
は
遺
伝
上
及
び
生
物
上
の
意
味
で
の
推
定
の
な
い
母
で
あ
る
。
一
方
、
ホ
ス
ト
・
マ
ザ

ー
と
子
と
の
母
子
関
係
は
、
子
と
遺
伝
上
の
つ
な
が
り
が
な
い
た
め
、
推
定
さ
れ
る
。
代
理
母
と
子
と
の
母
子
関
係
を
否
認
す
る
意

味
は
、
代
理
母
が
子
を
親
に
な
り
た
い
夫
婦
に
引
き
渡
さ
な
い
時
で
あ
る
。
母
子
関
係
の
否
認
に
つ
い
て
は
も
ち
ろ
ん
わ
が
国
に
は

規
定
が
な
い
。
サ
ロ
ゲ
ー
ト
・
マ
ザ
ー
の
場
合
、
母
に
な
り
た
い
女
性
の
否
認
権
は
原
則
的
に
認
め
ら
れ
な
い
が
、
立
法
論
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

例
外
と
し
て
子
の
利
益
を
考
え
、
子
と
代
理
母
の
家
族
と
に
健
全
な
家
族
関
係
が
な
い
場
合
に
限
り
、
認
め
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
更
に
子
の
否
認
権
は
ス
イ
ス
法
と
異
な
り
、
規
定
自
体
が
な
い
わ
が
国
で
は
認
め
ら
れ
な
い
。
同
様
に
遺
伝
上
の
母
に
も
否
認
権
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は
認
め
ら
れ
な
い
。

生殖医療と親子関係の決定

　
②
　
未
婚
の
代
理
母
の
場
合

　
父
親
に
つ
い
て
は
子
が
父
子
関
係
を
認
知
し
な
い
限
り
、
代
理
母
の
子
に
は
父
が
い
な
い
。
一
方
、
代
理
母
は
法
的
な
母
と
さ
れ

る
。
父
に
な
り
た
い
男
性
の
父
子
関
係
の
訴
（
人
訴
三
〇
）
に
よ
り
父
子
関
係
は
確
定
で
き
る
が
、
母
に
な
り
た
い
女
性
と
そ
の
子

と
の
母
子
関
係
に
つ
い
て
は
形
成
し
え
な
い
。

　
（
1
）
　
わ
が
国
で
も
妹
か
ら
卵
を
提
供
さ
れ
て
出
産
し
た
ケ
ー
ス
が
報
道
さ
れ
た
。
一
九
九
五
年
九
月
一
一
日
付
朝
日
新
聞
。

　
（
2
）
　
母
は
出
産
女
性
と
す
る
の
が
そ
の
子
に
と
り
最
善
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
と
し
て
「
家
族
法
改
正
へ
の
課
題
」
（
一
九
九
三
）
所
収

　
　
論
文
（
野
村
豊
弘
）
三
三
五
頁
、
深
谷
松
男
「
現
代
家
族
法
第
三
版
」
（
一
九
九
七
）
一
一
四
頁
。
な
お
梶
村
太
市
・
判
例
タ
イ
ム
ズ

　
　
家
庭
裁
判
所
　
家
事
少
年
実
務
の
現
状
と
課
題
（
一
九
九
九
）
所
収
六
六
頁
。
大
宮
隆
・
駒
澤
大
学
北
海
道
教
養
部
論
集
1
3
（
一
九
九

　
　
八
）
一
一
頁
。

　
（
3
）
　
金
城
清
子
・
生
殖
革
命
と
人
権
（
一
九
九
六
）
一
〇
一
頁
。
従
っ
て
当
事
者
間
の
意
思
、
特
に
母
に
な
り
た
い
と
い
う
意
思
に
則
し

　
　
て
母
子
関
係
を
形
成
す
る
こ
と
は
好
ま
し
く
な
い
。
参
考
前
掲
・
小
野
二
六
頁
。
卵
提
供
と
対
比
さ
れ
る
精
子
提
供
に
よ
る
A
I
D
で
は

　
　
母
子
関
係
は
問
題
な
い
が
、
父
子
関
係
が
分
裂
す
る
。
父
子
関
係
は
夫
が
同
意
し
て
行
え
ば
、
後
に
嫡
出
否
認
は
権
利
濫
用
と
し
て
認
め

　
　
ら
れ
な
い
。
夫
の
同
意
の
な
い
場
合
は
子
か
ら
の
強
制
認
知
も
精
子
提
供
者
へ
の
強
制
認
知
も
提
供
者
か
ら
の
認
知
も
認
め
ら
れ
な
い

　
　
（
精
子
提
供
に
よ
り
父
子
関
係
を
放
棄
し
た
と
い
え
る
）
。
前
掲
・
梶
村
六
五
頁
。

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

前
掲
・
大
宮
一
一
頁
。

岡
垣
学
・
注
釈
民
法
（
22
）
の
1
親
族
（
3
）
（
一
九
七
一
）
一
二
四
頁

前
述
の
よ
う
に
立
法
論
と
し
て
は
問
題
と
さ
れ
る
。
山
木
戸
克
己
・
人
事
訴
訟
手
続
法
（
一
九
五
八
）

前
掲
・
山
木
戸
六
〇
頁
。

前
掲
・
大
宮
一
二
頁
。
前
掲
・
鈴
木
二
三
二
頁
に
よ
れ
ば
、
特
に
ホ
ス
ト
・
マ
ザ
ー
の
場
合
に
関
し
、

六
〇
頁
。

両
親
に
な
り
た
い
男
女
と
の
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間
で
嫡
出
親
子
関
係
が
生
ぜ
ず
、
父
に
な
り
た
い
男
が
認
知
す
る
こ
と
に
よ
り
非
嫡
出
子
と
な
る
と
す
る
。
な
お
前
掲
・
大
宮
二
二
頁
に

　
よ
れ
ば
、
「
現
行
法
の
解
釈
論
を
展
開
す
る
こ
と
は
問
題
を
複
雑
化
す
る
だ
け
で
あ
る
」
か
ら
、
血
縁
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
当
事

者
の
意
思
に
親
子
関
係
の
創
設
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

（
9
）
　
子
の
取
消
権
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
自
己
の
出
自
を
知
る
手
段
が
確
保
さ
れ
な
い
こ
と
に
は
意
味
が
全
く
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ

　
る
Q

（
1
0
）
　
ω
Φ
マ
＞
β
鋤
●
餌
■
O
』
ω
。
一
認
』
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